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■和多屋別荘

佐賀県社会保険協会 検索

TEL：0952-26-3171 　FAX：0952-26-3377 　
〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階
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令和 7年 1月から「オンライン事業所年金情報サービス」はより多くの方が利用できるようになりました！
「ねんきんネット」で「公的年金等の源泉徴収票」の再交付手続きができます
・
・
健診の3つの「もったいない」をなくそう！
健康づくりサイクルの中で、特に「健診後の行動」が大切です。
・
・

・
・
・

年金相談窓口開設カレンダー等
県内年金事務所、協会けんぽ お問い合わせ電話番号等
令和６年度 社会保険協会費の納付のお願い

佐賀県社会保険協会
社会保険事務講習会のごあんない
育児・介護休業法　改正ポイントのご案内

・
・

和多屋別荘は、1950年(昭和25年)に開業した嬉野温泉の老舗温泉旅館です。
嬉野には1300年前より湧出する「温泉」、500年前より栽培されている「うれしの茶」、そして有田
焼と同じ400年の歴史をもつ「肥前吉田焼」があります。この3つの歴史的伝統文化が息づく温泉
郷に 2万坪の空間を有し、その豊かな土地の中央には嬉野川が流れています。
この空間に、黒川紀章設計の「タワー館」や江戸時代の長崎街道を再現した「花鳥苑」、小露天風
呂付の部屋を備えた「みやび館」、和室「温泉郷」、和風建築「水明荘」の5つの棟と「レストラン&
スパ」で構成され、日々止まることなく進化しながら成長をしています。
非日常の圧倒的な空間の中で、ご家族やご友人との楽しい思い出づくりや、
大切な方との特別なひと時をお過ごしください。
皆様のお越しをお待ちしております。

株式会社 和多屋別荘
WELL-BEING  ～二万坪の小宇宙で過ごす特別な時間～

所在地：佐賀県嬉野市嬉野町下宿乙738　TEL：0954-42-0210

information会員事業所

カフェMade in ピエール・エルメ和多屋別荘

Yohaku Lab 創香室

一般財団法人 佐賀県社会保険協会

▲詳しい情報は
　こちらから
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○電子申請・オンライン事業所年金情報サービスの利用に関するお問い合わせはお電話でもうけたまわります。
ねんきん加入者ダイヤル（日本年金機構「電子申請・電子媒体申請」照会窓口 ）
0570-007-123（ナビダイヤル）→「２番」をお選びください
※ 050で始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は、03-6837-2913→「２番」をお選びください
〈 受付時間 〉月～金曜日：８：30～19：00 ／ 第2土曜日：９：30～16：00 ※第2土曜日以外の土・日・祝日、12/29～1/3はご利用いただけません。

○管轄の年金事務所でもお問い合わせをうけたまわります。

ご利用方法等の詳細な情報は
日本年金機構ホームページをご覧ください。
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令和７年２月分保険料の納付期限は令和７年３月３１日（月）です。
社会保険料（国民年金保険料）は納付期限内に納付しましょう。

「ねんきんネット」で
「公的年金等の源泉徴収票」の再交付

手続きができます
◇ 年金の受給に関する各種通知書の確認・ダウンロード

◇ 公的年金等の源泉徴収票の原本の再交付申請

電子版の確認や原本の再交付を申請できるもの

○年金振込通知書　 ○公的年金等の源泉徴収票　 ○年金額改定通知書　など

公的年金等の源泉徴収票
源泉徴収票を再交付できるのは老齢基礎年金・老齢厚生年金の受給者の方だけです。［障害・遺族］
基礎年金または［障害・遺族］厚生年金の受給者の方は「源泉徴収票」を当初より交付していません
ので、再交付もできません。



４

〒８４０-８５６０
佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル

℡０９５２-２７-０６１１(代表)
全国健康保険協会 佐賀支部

協会けんぽ

健診の受診

健診後の行動日々の健康づくり

健康づくりサイクルに
ついての特設サイトは

こちらから ▼
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メルマガのご登録はこちらから！
役立つ情報が満載です！
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一般財団法人 佐賀県社会保険協会

令和７年

城　志保

大木　傑中村 好江

横田 弘美

アバンセ
佐賀

アバンセ
佐賀

サンメッセ鳥栖
鳥栖

高齢者ふれあい会館りふれ
唐津

鹿島
ハッシュタグ TOSU
鳥栖

高齢者ふれあい会館りふれ
唐津

鹿島

社会保険事務講習会のごあんない令和6年度

２月１８日（火）

２月２０日（木）

２月１７日（月）

２月１３日（木）

社会保険労務士

特定社会保険労務士

中村 好江
特定社会保険労務士

島﨑 恵理
社会保険労務士

社会保険労務士

吉村多恵子
特定社会保険労務士

特定社会保険労務士

横田 弘美
特定社会保険労務士

『入社・退職時の手続き』

会 場 講 師 令和７年 会 場 講 師

２月１６日（日）

２月２日（日）

１月２６日（日）

１月１９日（日）

『６０歳からの年金・
　　　雇用保険・健康保険』

入社時、退職時の社会保険・雇用保険の主な手続きや記入の

仕方について学びます

実施時間 各会場共通　１３：２０受付 １３：４０開始 １６：００終了予定

申込方法 ホームページよりお申込み下さい。

お申込み
お問合せ

一般財団法人 〒８４０ｰ０８１６
佐賀市駅南本町６－４　佐賀中央第一生命ビル９階佐賀県社会保険協会

ＴＥＬ.０９５２ｰ２６ｰ３１７１　　FAX.０９５２ｰ２６ｰ３３７７

参　加　費
(但し、非会員事業所及び令和６年度会費未納事業所は３，０００円のご負担をお願いします。)
会員事業所は無料

対象者

事業所にお勤めの従業員の方
※ 特に５０代以上の方にお勧めします!

テキスト

６０歳からの年金・

　　　　　　雇用保険・健康保険

募集定員 佐賀…５０名 鳥栖・唐津・鹿島…３０名

佐賀県社会保険協会 検索

お申し込み後、登録されたメールアドレスに受講通知（申込完了）のメールが

届きますので、講習会当日、メールの画面を印刷してご持参ください。

なお、定員が上限に達している場合や今年度の会費の入金が確認できない場合は、当協会

よりご連絡いたします。

また、メールが届かない場合は、お手数ですが当協会までご連絡をお願いします。

事務講習会のお申し込み方法は

ホームページからのみとなりますので

ご注意ください。

対象者

社会保険事務担当者の方

テキスト

令和６年度版

社会保険の事務手続

鹿島市生涯学習センターエイブル

鹿島市生涯学習センターエイブル

【講師は変更となる場合があります】 【講師は変更となる場合があります】

これから年金を受給される従業員の方を対象に、働きながらの

年金受給や年金と雇用保険の調整、および失業保険や退職後の

健康保険の選択について学びます。



佐賀労働局
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育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現する

ための措置の拡充や、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化など
の改正を行いました。

●施行日／令和７年４月１日

●施行日／令和７年１０月１日

子の看護休暇が見直されます！

改正前 改正後 改正前 改正後

所定外労働の制限
(残業免除)の対象拡大！

【名称】「子の看護休暇」
【対象となる子の範囲】
小学校就学の始期に達するまで
【取得事由】
・病気、けが
・予防接種、健康診断
【労使協定の締結により除外できる労働者】
①週の所定労働日数が2日以下
②引き続き雇用された期間が6か月未満

（1）介護に直面した旨の申出をした労働者に対する制度の内容、申出先、
介護休業給付金等の個別の周知・意向確認の措置

（2）介護に直面する前の早い段階（40歳等）での両立支援制度等に関す
る情報提供

（3）仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備（研修の
実施、相談窓口の設置等)

（4）要介護状態の対象家族を介護する労働者がテレワークを選択できる
よう事業主に努力義務

（5）介護休暇について、引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者を
労使協定に基づき除外する仕組みを廃止

（1）3歳以上、小学校就学前の子を養育する労働者に関する柔軟な働き方を
実現するための措置
（①始業時刻等の変更②テレワーク③保育施設の設置運営等④養育両立支援
休暇⑤短時間勤務から2つ以上措置）

（2）事業主が選択した措置について、労働者に対する個別の周知・意向確認
の措置

【名称】「子の看護等休暇」
【対象となる子の範囲】
小学校3年生修了までに拡大
【取得事由】
・感染症に伴う学級閉鎖等
・入園(入学)式、卒園式を追加
【労使協定の締結により除外できる労働者】
①週の所定労働日数が2日以下
②撤廃

3歳に満たな
い子を養育す
る労働者は、
請求すれば所
定外労働の制
限(残業免除)
を受けること
が可能。

3歳に満たない子を
養育する労働者が
テレワークを選択で
きるように措置を講
ずることが、事業主
に努力義務化され
ました。

従業員300人超の企業
に、男性労働者の育児休
業等の取得の状況を公表
することが義務付けられ
ます。

※現行では、従業員数1,000人
超の企業に公表が義務付け
られています。

妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前に、
労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向
聴取・配慮が事業主に義務付け

小学校就学 
前の子を養育
する労働者が
請求可能に。

育児のための
テレワークの導入
が努力義務化！

育児休業取得状況の
公表義務が３００人超の
企業に拡大!

介護離職防止のための個別の周知・意向確認、
雇用環境整備等の措置が事業主の義務に！

柔軟な働き方を実現するための措置等が
事業主の義務に!

仕事と育児の両立に関する個別の
意向聴取・配慮が事業主の義務に!

詳しくは
こちら➡＜お問合せ＞ 　　佐賀労働局雇用環境・均等室　　 0952（32）7218



〒840-0816　佐賀市駅南本町６-４佐賀中央第一生命ビル９階
TEL：0952-26-3171 FAX：0952-26-3377 URL：https: //www.syahokyo-saga.or.jp/

一般財団法人 佐賀県社会保険協会
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日 月 火 水 木 金 土

令和７年３月  年金相談窓口開設カレンダー

年金事務所
休日相談日
（予約）

年金事務所
延長相談19時まで

年金事務所
延長相談19時まで

年金事務所
延長相談
19時まで

年金事務所
延長相談
19時まで

伊万里市役所
（予約）

伊万里市役所
（予約）

伊万里市役所
（予約）

伊万里市役所
（予約）

多久市役所
（予約）

多久市役所
（予約）

鹿島市役所
（予約）

鹿島市役所
（予約）

有田町役場
（予約）

基山町役場
（予約）

基山町役場
（予約）

　 　 1

2 3 4 5 6 7 8

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25

9 10 11 12 13 14 15

26 27 28 2930 31

年金相談の
時間延長

週初めの開所日
１７:１５～１９:００

年金事務所
休日相談日

県内年金事務所の休日相談日
受付時間　９:３０～１６:００

第2土曜日の休日相談については予約制です。

年金事務所受付時間：平日（月曜～金曜）の８：３０～１７：１５まで

予約申込先

※いずれの日も12：00～13：00の時間帯は除きます。
※年金事務所では予約による年金相談を受付けております
ので、希望される日の前日までにお申込みください。

※土・日・祝日、１２月２９日～１月３日はご利用いただけません。
　　予約相談希望日の1か月前から前日まで受付しています。
　　ご連絡の際は､基礎年金番号か個人番号（マイナンバー）の分かるものを
ご準備ください。

「予約受付専用電話」

☎0570-05-4890（ナビダイヤル）
（一般電話）

050で始まる電話でおかけになる場合は
☎03-6631-7521
受付時間：月～金曜日（平日）８：３０～１７：１５まで

伊万里市役所
（予約）

佐賀年金事務所
0952-31-4191

唐津年金事務所
0955-72-5161

有田町役場

多久市役所

基山町役場

伊万里 市 役 所

鹿島市役所

出張相談所

10:00～16:00

10:00～16:00

 9:30～15:30

10:00～16:00

10:00～15:00

開設日・相談時間
出張相談【予約制】

予約申込先
第1・3水曜日

第2・4火曜日

第1月曜日・毎週金曜日

第1・3火曜日

第2水曜日
武雄年金事務所
0954-23-0121

/ /

＜記事提供＞日本年金機構年金事務所･全国健康保険協会 佐賀支部・佐賀労働局

県内の
年金事務所 ０９５２-３１-４１９１TEL

佐賀年金事務所

０９５５-７２-５１６１TEL
唐津年金事務所

０９５４-２３-０１２１TEL
武雄年金事務所

自
動
音
声
案
内
に
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
番
号
を
押
し
て
く
だ
さ
い その他のご用件のとき

健康保険・厚生年金保険料のご相談

「ねんきんダイヤル」へおつなぎします

「お客様相談室」へおつなぎします

「厚生年金適用調査課」へおつなぎします

「厚生年金徴収課」へおつなぎします

「ねんきん加入者ダイヤル」へおつなぎします

「国民年金課」へおつなぎします

「ねんきん加入者ダイヤル」へおつなぎします

05
4

3

2

1

ダイヤル回線の方や、操作方法またはお問い合わせ先がご不明なときは、番号を押さず、そのままお待ちください。

年金事務所職員にご用の方

年金事務所職員にご用の方

健康保険・厚生年金保険の加入や届書に関
する一般的なご相談

お問い合わせ先

一般的な年金相談

提出いただいた年金受給に関する各種請
求書・届書の処理状況のご確認

国民年金の加入、保険料に関する一般的な
ご相談

年金の請求やお受け取り
に関するご相談

国民年金の加入、保険料
納付、免除手続きなどのご
相談

健康保険・厚生年金保険
の資格や報酬、事業所の
新規加入手続きなどのご
相談

1
2
1
2
1
2

もう一度メッセージをお聞きになるとき

協会けんぽ佐賀支部 ８：３０～１７：１５ ※土日祝と年末年始を除く0952-27-0611（代表）
代表番号にお電話いただいた後、お客様のご用件に応じて番号を押すと、担当グループに繋がります。

0
1
2

3

9
4

マイナ保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書についてのご相談

健康保険制度や申請についてのご相談

交通事故・レセプト・返納金についてのご相談

その他のご相談

健康診断・保健指導についてのご相談 もう一度案内をお聞きになる場合

2024 年 4 月
 円

－　　　　　
2025 年 2 月 28 日

2024 年 8 月
2024080000  　　　　

作成日 2024 年 7 月 23日
利用年月

請求金額

(内消費税)

支払期限

請求年月

請求番号

８月号に同封した社会保険協会費の「払込票」の支払い

期限は、令和７年２月２８日です。
お支払い忘れのないよう、ご確認の程、宜しくお願いいたし

ます。

令和６年度 社会保険協会費の納付のお願い


